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業務仕様書 

 

１ 業務の内容 

福知山公立大学（以下「発注者」という。）に対し、受注業者（以下「受注者」という。）

が、福知山公立大学まちかどキャンパス改修を「福知山公立大学まちかどキャンパス改修

事業施工業務設計図書」及び「施工内訳表」（以下「設計図書等」という。）に従い実施

するものとする。 

 なお、本業務に係る設計責任者は、国立大学法人京都工芸繊維大学（以下「設計者」と

いう。）である。 

 

２ 契約期間 

契約締結日から平成３０年３月２８日までとする。 

 

３ 現地工事完了期限 

原則、平成３０年３月１５日とする。 

現地工事完了期限後にも作業が発生する場合は、本学担当者及び設計者と協議を行い、

工事計画を立てた上で、作業を行うこと。 

 

４ 施工場所 

〒６２０-００２８ 京都府福知山市上新町７番及び５番１とする。 

 

５ 施工内容及び機能 

設計図書等に掲げるもの又はこれと同等品以上のものとする。 

 

６ 設計図書等の交付方法 

 設計図書等については、電子ファイルで交付する。交付を希望する場合は、下記アドレ

スへメールにて請求すること。特に指定なき場合は、請求メールの返信先アドレスに設計

図書等を送信する。 

・E-mail：general■fukuchiyama.ac.jp 

ただし、■は@と読み替えること。 

 ・タイトル：「設計図書等交付希望」 

 ・本文：貴社名、連絡先（住所／電話番号／担当者名） 

 ・請求期限：公告日から平成２９年１２月２０日（水）午後５時１５分必着 

 ・土日、祝日を除き、２４時間以上経っても返信が無い場合は、以下に問い合わせ 

  ること。 

  公立大学法人福知山公立大学 総務企画・財務グループ 担当：足立 

  ＴＥＬ：０７７３－２４－７１００ 
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７ 特記事項 

【請負業務に関して】 

 ①本工事に際し、実施設計図書を作成し、提出、発注者及び設計者の承認を得ること。 

 ②本工事に際し、現場代理人は発注者及び設計者と十分に調整協議し、事故等ないよう 

安全対策について万全を期すこと。 

 ③一般の第三者賠償保険に加入していること。 

 ④作業員名簿を提出すること。 

 ⑤本工事における建築確認申請及び諸官庁への届出は受注者の下で行うこと。 

 ⑥設計図書等に掲げるものは、表記されたもの又は同等品以上とする。ただし、同等品 

  以上を使用する場合は、発注者及び設計者の確認を得ること。 

 ⑦設計図書等に掲げるものは、事前に納入仕様書を提出し、発注者及び設計者の確認を 

  得ること。 

 ⑧受注者が施設等に損害を与えた場合は、発注者に報告すること。また、受注者の責に 

おいて損害を補償すること。 

 ⑨本工事請負者及び本仕様書受領者は、本工事及び本仕様書を通じて知り得た情報は、 

第三者に漏洩してはいけない。漏洩した場合は、損害賠償を請求する場合がある。 

 ⑩①から⑨に定めのない事項については、発注者及び設計者と協議して、これを定める。 

【工事に関して】 

 ①現場工事監理責任者の元、工事スケジュール調整を図ること。なお、地元商店街、自 

治会等の要望を優先し、発注者及び設計者との協議を経て工事スケジュールを決定し、 

施工すること。 

 ②工事は、原則平日土日の８：００～１８：００とする。 

 ③早朝夜間工事は原則禁止とするが、ただし必要に応じて相談すること。 

 ④工事定例会は定期的に実施し、必要に応じて発注者及び設計者と協議すること。 

 ⑤工事写真を撮影し、進捗を発注者及び設計者に報告すること。 

 ⑥各種検査（設計者・施主、消防署等）の結果、不具合がある場合は早急に是正を行う 

こと。 

 ⑦受注者の責にて工期遅延となった場合は、損害賠償を請求する場合がある。 

 ⑧材料・機材・重機等の搬入、廃材の撤去、現場事務所の設置場所、作業員用駐車場等 

  については、地元商店街、自治会、発注者及び設計者との協議を経て決定することと 

  する。 

 ⑨①から⑧に定めのない事項については、発注者及び設計者と協議して、これを定める。 

 

８ 契約書の作成 

 本件を落札した場合は、落札決定の日以後、特別な事情のない限り、７日以内に契約

書を提出すること。契約書には、次に掲げる事項を詳細かつ正確に記載してください。 

(１) 契約の目的 
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(２) 契約金額 

(３) 履行期間又は履行期限 

(４) 契約保証金の額 

(５) 契約履行の場所 

(６) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期 

(７) 契約代金の支払い時期 

 (８) 当事者の契約事項の不履行又は履行遅滞等の場合における違約金、遅延利息そ

の他の損害並びに契約保証金の処分 

(９) 危険負担 

(10) かし担保責任 

(11) 契約に関する紛争の解決方法 

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 

９ 権利義務の譲渡の禁止 

 この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権

利を担保に供することはできない。 

 

10 その他 

 本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、及び本仕様書 

に記載のない事項は、発注者と協議のうえ、その指示に従うものとする。 

 


